解説
1、 管理部門経費の扱い


損益計算書に計上される事業費及び管理費を基礎として
、公益目的事業比率の計算で用いる公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額を算定することになります。この場合の損益計算書上の事業費、管理費はそれぞれ

（１）事業費：法人の事業の目的のために要する費用

（２）管理費：法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用
と定義されています（公益認定等ガイドラインⅠ7.(1)）。
法人本部の、経営全般、総務、会計、人事、厚生等の業務を行う管理部門における専務理事等の理事報酬や従業員の人件費、事業部門の管理者の人件費等、今までは間
接費として管理費に計上していた場合であっても、
事業との関連性に応じて公益目的事業への従事割合等適正な配賦基準のもとに事業費に配賦することができます。



事業費に含むことができる費用の例示としては
専務理事等の理事報酬、事業部門の管理者の人件費
、
管理部門で発生する費用（職員の人件費、事務所の賃借料、光熱水費
等）があります。



2、 共通経費の扱い

 事業費と管理費に共通して発生する費用の
配賦基準は以下のものが考えられますが、合理的な基準であれば以下の事例に固定されるものではありません。この基準をもとに共通経費を事業費と管理費に配賦します。

	





配賦基準
	適用される共通費用

	建物面積比
	地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等

	職員数比
	福利厚生費、事務用消耗品費等

	従事割合
	給料、賞与、賃金、退職金、理事報酬等　


	使用割合
	備品減価償却費、コンピューターリース代等


法人によっては合理的配布基準算定の為のデータ採取等に多大な時間を費やしている事例を見かけますが、過去の活動実績、関連費用のデータ、おおよその従事時間等から法人において合理的と考える程度の配賦割合を決めてもらえればよく、その算定根拠を詳細かつ具体的に記載することまでは求められておりません。

